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【公表日】平成23年1月6日(2011.1.6)
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【国際特許分類】
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【ＦＩ】
   Ｃ０８Ｌ 101/00    　　　　
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【手続補正書】
【提出日】平成23年9月29日(2011.9.29)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　押出可能な組成物であって、非フッ素化の溶融加工可能なホストポリマーと、前記押出
可能な組成物の総重量を基準にして約２５重量百万分率～約５０重量％のフルオロポリマ
ーとを含み、前記フルオロポリマーが、以下のモノマー：
　Ａ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして４５～９５モルパーセントのテトラフ
ルオロエチレン（ＴＦＥ）；および
　Ｂ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして５～５５モルパーセントの３，３，３
－トリフルオロプロピレン（ＴＦＰ）
の共重合単位から実質的になる、押出可能な組成物。
【請求項２】
　押出可能な組成物であって、非フッ素化の溶融加工可能なホストポリマーと、前記押出
可能な組成物の総重量を基準にして約２５重量百万分率～約５０重量％のフルオロポリマ
ーであって、以下のモノマー：
　Ａ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして４５～９５モルパーセントのテトラフ
ルオロエチレン（ＴＦＥ）；および
　Ｂ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして５～５５モルパーセントの３，３，３
－トリフルオロプロピレン（ＴＦＰ）
の共重合単位から実質的になるフルオロポリマーと、界面剤とを含み、界面剤とフルオロ
ポリマーとの重量比が０．１～３．０の範囲にわたる、押出可能な組成物。
【請求項３】
　非フッ素化の溶融可能なポリマーの押出特性を改善するための方法であって、前記ポリ
マーに、前記ポリマーの総重量を基準にして約２５重量百万分率～約５０重量％のフルオ
ロポリマーを組み込む工程を含み、前記フルオロポリマーが、以下のモノマー：
　Ａ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして４５～９５モルパーセントのテトラフ
ルオロエチレン（ＴＦＥ）；および
　Ｂ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして５～５５モルパーセントの３，３，３
－トリフルオロプロピレン（ＴＦＰ）
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の共重合単位から実質的になる、方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００４９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００４９】
　試験結果は、本発明に係る溶融加工可能なポリマー用加工助剤として生成され、用いら
れるフルオロポリマーが、極性ポリマーおよび非極性ポリマーの両方の押出において優れ
た性能を与える傾向があることを示している。
なお、本発明は、特許請求の範囲を含め、以下の発明を包含する。
１．押出可能な組成物であって、非フッ素化の溶融加工可能なホストポリマーと、前記押
出可能な組成物の総重量を基準にして約２５重量百万分率～約５０重量％のフルオロポリ
マーとを含み、前記フルオロポリマーが、以下のモノマー：
　Ａ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして４５～９５モルパーセントのテトラフ
ルオロエチレン（ＴＦＥ）；および
　Ｂ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして５～５５モルパーセントの３，３，３
－トリフルオロプロピレン（ＴＦＰ）
の共重合単位から実質的になる、押出可能な組成物。
２．押出可能な組成物であって、非フッ素化の溶融加工可能なホストポリマーと、前記押
出可能な組成物の総重量を基準にして約２５重量百万分率～約５０重量％のフルオロポリ
マーであって、以下のモノマー：
　Ａ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして４５～９５モルパーセントのテトラフ
ルオロエチレン（ＴＦＥ）；および
　Ｂ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして５～５５モルパーセントの３，３，３
－トリフルオロプロピレン（ＴＦＰ）
の共重合単位から実質的になるフルオロポリマーと、界面剤とを含み、界面剤とフルオロ
ポリマーとの重量比が０．１～３．０の範囲にわたる、押出可能な組成物。
３．ＴＦＥが、前記フルオロポリマーの総重量を基準にして少なくとも７０モルパーセン
トのレベルで前記フルオロポリマー中に存在し、ＴＦＰが、前記フルオロポリマーの総重
量を基準にして少なくとも１５モルパーセントのレベルでフルオロポリマー中に存在し、
かつ界面剤とフルオロポリマーとの重量比が０．２～２．０である、２に記載の組成物。
４．非フッ素化の溶融可能なポリマーの押出特性を改善するための方法であって、前記ポ
リマーに、前記ポリマーの総重量を基準にして約２５重量百万分率～約５０重量％のフル
オロポリマーを組み込む工程を含み、前記フルオロポリマーが、以下のモノマー：
　Ａ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして４５～９５モルパーセントのテトラフ
ルオロエチレン（ＴＦＥ）；および
　Ｂ）前記フルオロポリマーの総重量を基準にして５～５５モルパーセントの３，３，３
－トリフルオロプロピレン（ＴＦＰ）
の共重合単位から実質的になる、方法。
５．ＴＦＥが、前記フルオロポリマーの総重量を基準にして少なくとも７０モルパーセン
トのレベルで前記フルオロポリマー中に存在し、かつＴＦＰが、前記フルオロポリマーの
総重量を基準にして少なくとも１５モルパーセントのレベルで前記フルオロポリマー中に
存在する、１または４に記載の方法。
６．前記溶融加工可能なポリマー中の前記フルオロポリマーの重量平均粒径が、２ミクロ
ンより大きいが、１０ミクロンより小さい、１、２または４のいずれか一項に記載の方法
。
７．前記溶融加工可能なポリマー中の前記フルオロポリマーの重量平均粒径が、２ミクロ
ンより大きいが、１０ミクロンより小さい、３または５に記載の方法。
８．界面剤を前記ポリマーに組み込む工程をさらに含み、界面剤とフルオロポリマーとの
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重量比が０．１～３．０の範囲にわたる、４に記載の方法。
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